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本日ここに、平成２７年第２回つがる市議会定例会の開会

にあたり、上程されました議案の主なるものについて、その

概要をご説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと思います。 

本定例会に提出いたしました案件は、予算案７件、条例案

７件、その他２件、諮問１件の、合わせて１７件であります。 

まず、予算案につきましてご説明申し上げます。 

議案第５１号から議案第５５号までは、専決処分した平成

２６年度一般会計及び特別会計に係る補正予算であり、いず

れも歳入、歳出全般にわたり、決算見込み等に基づき、予算

の補正を行ったものであります。 

議案第５１号「平成２６年度つがる市一般会計補正予算

（第９号）」は、市税、地方譲与税、交付金、特別交付税等

及び各事務・事業費の精査による国県支出金、繰入金、市債

等の歳入額の確定に伴い、歳入歳出予算額について所要の補

正を行ったものであります。 

その結果、平成２６年度つがる市一般会計の予算規模は、

既決予算に３億１，６３８万９千円を追加し、歳入歳出予算

総額を２４６億１，５３６万７千円としたものであります。 
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 議案第５２号から議案第５５号までの平成２６年度各特

別会計補正予算４件については、予算特別委員会でのご審議

の際に、詳細にご説明申し上げます。 

議案第５６号「平成２７年度つがる市一般会計補正予算

（第１号）案」についてご説明いたします。 

 本補正予算案は、当初予算に見込めなかった経費、緊急を

要する経費並びに人事異動に伴う人件費の組替え等につい

て、所要の補正をするものであります。 

 その結果、平成２７年度つがる市一般会計の予算規模は、

既決予算に２億９，３３６万５千円を追加し、予算の総額を

２１９億５，３３６万５千円とするものであります。 

 それでは、歳出に計上された主なるものについて、款を追

ってご説明申し上げます。 

 議会費においては、農業活性化特別委員会審議に伴う旅費

２０５万５千円を計上いたしました。 

総務費においては、財産管理費に旧木造中央公民館解体事

業として６，５０７万８千円を計上いたしました。 

企画費では、地方創生事業計画に伴う、総合戦略・人口ビ
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ジョンアンケート調査業務委託など４０２万６千円を計上

いたしました。 

 衛生費では、市民の総合健診拠点施設整備として、総合健

診センター建設事業費１億５，８５５万７千円を計上いたし

ました。 

 農林水産業費では、農業振興費に経営体育成支援事業補助

金４，３８７万９千円を、農業施設管理費に、木造農村環境

改善センター改修事業費２，６１３万４千円を計上いたしま

した。 

 商工費では、円形劇場イベント事業委託料５，６００万円

を減額し、イベント事業に係る広告料３２４万円を計上いた

しました。 

教育費においては、学校建設費に森田小学校給水設備改修

事業として１，２９３万１千円を計上いたしました。 

次に、歳入予算についてご説明申し上げます。 

 市税においては、地方税法の一部改正により軽自動車税率

の引上げが１年間延長されたことに伴い、４１６万１千円を

減額いたしました。 
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 国庫支出金においては、事業内示に伴い、社会資本整備総

合交付金を７，７１９万９千円減額計上いたしました。 

 県支出金においては、経営体育成支援事業補助金４，３８

７万９千円を計上しました。 

 繰入金においては、財政調整基金から１億２，１２４万円

を繰り入れし、本補正額を調整したところであります。 

 諸収入においては、イベント事業チケット販売収入５，６

００万円を減額しております。 

 市債においては、行政財産等解体事業５，７００万円、総

合健診センター建設事業１億５，８５０万円、市道整備事業

２，４００万円、橋梁長寿命化事業６１０万円等を追加計上

しております。 

以上が「平成２７年度つがる市一般会計補正予算（第１号）

案」の概要であります。 

議案第５７号「平成２７年度つがる市介護保険特別会計補

正予算（第１号）案」は、介護保険関係の法改正による低所

得者の保険料の軽減措置に伴う歳入の調整及び職員の人事

異動に係る人件費を調整したことにより、既決予算から６６
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７万６千円を減額し、予算総額を４２億５，６３３万８千円

とするものであります。 

次に、条例案についてご説明申し上げます。 

議案第５８号から議案第６２号までは専決処分した改正

条例であります。 

議案第５８号「つがる市半島振興対策実施地域に係る固定

資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例」は、

半島振興法に係る省令の一部改正に伴い、固定資産税の不均

一課税が適用される期間の延長及び対象業種の追加などに

ついて所要の改正をしたものであります。 

議案第５９号「つがる市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例」は、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税

の課税限度額の見直し及び低所得者に係る軽減措置につい

て、所要の改正をしたものであります。 

議案第６０号「つがる市税条例等の一部を改正する条例」

は、地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税、たばこ税の税

率の改正及びマイナンバー制度の導入に伴う納税者等の表

記について、所要の改正をしたものであります。 
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議案第６１号「つがる市過疎地域における固定資産税の特

例措置に関する条例の一部を改正する条例」は、過疎地域自

立促進特別措置法に係る省令の一部改正に伴い、固定資産税

の課税免除が適用される期間の延長等について、所要の改正

をしたものであります。 

議案第６２号「つがる市介護保険条例の一部を改正する条

例」は、生活保護を受給している方や住民税非課税など特に

所得が少ない方に対して、介護保険料の第１段階の保険料を

減額賦課するため、所要の改正をしたものであります。 

いずれの条例改正につきましても、一部を除き同年４月１

日に施行されることに伴い、早急に措置する必要がありまし

たが、議会を招集する時間的余裕ないため、地方自治法第１

７９条第１項の規定に基づき、本職において専決処分したも

のであります。 

議案第６３号「つがる市行政手続条例の一部を改正する条

例案」は、行政手続法の一部改正の伴い、行政指導の方式、

行政指導の中止等の求め及び処分等の求めの規定を設ける

必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 
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議案第６４号「つがる市農村公園条例の一部を改正する条

例案」は、（仮称）福富コミュニティセンターの建設に伴い、

福富農村公園を廃止するものであります。 

議案第６５号「つがる市過疎地域自立促進計画の変更の件」

は、つがる市過疎地域自立促進計画に「認定こども園整備事

業」を追加するため、過疎地域自立促進特別措置法の規定に

基づき提案するものであります。 

議案第６６号「清水辺地に係る公共的施設の総合整備計画

案」は、清水地域において消防車両の更新が必要なことから、

新たに総合整備計画を策定するものであります。 

諮問第２号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めるの件」

は、委員２名の辞職に伴い、同地区から新たに２名の方を推

薦するため、議会の意見を求めるものであります。 

以上をもちまして、提出議案の概要についてご説明申し上

げましたが、議事の進行に伴い、ご質問に応じ、本職をはじ

め関係者から詳細にご説明申し上げたいと思います。 

何卒、慎重にご審議の上、原案どおり承認、議決並びに同

意を賜りますようお願い申し上げます。 


